
 

共同実施だより  共済組合短期給付編  

 新規採用後、その日から公立学校共済組合員となりますが、その給付にはどの ようなものが

あるか 今回は「医療機関で共済組合員証を使ったとき」の短期給付について概略をお知らせします。 

なお、詳しくは「公立学校共済組合熊本支部」のホームページに掲載されていますので、そちらをご覧ください。 

短期給付について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給付の請求期間は２年間です。 

請求しないと給付が受けられなくなりますので注意してください。 

～こんなときどうする～ 

  組合員証を財布にいれていたら表面がすれて番号が見えなくなりました。 

    再交付申請書に組合員証を添付して共済組合に提出します。（再交付申請の手続きをします） 

  組合員証を紛失しましたが、効力を止めることはできますか 

   再交付はできますが、クレジットカードのように効力をとめることはできません。 
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給付の種別 給付条件 給付額 請求書類 

療養の給付 病気やけがで組合員証を

提示して診察・手術・薬剤

を受けた時 

療養に要した費

用から３割を控

除した額 

不要 

高額療養費 医療費の負担額が高額で、

同一月内に一つの病院等

の自己負担額が自己負担

限度額を超えるとき 

自己負担額から

自己負担限度額

を控除した額 

不要 

「限度額適用認定証」を提示す

ると共済組合から医療機関へ

自動支払い 

治療用装具

の支払い 

コルセット等医師が治療

上必要と認めた治療用装

具を装着した場合 

 療養費・一部負担金払戻請求書 

治療用装具証明書・領収書 

一部負担金

払戻金 

医療費が３万円を超える

とき 

自己負担額から

２万円を控除し

た額 

不要(自動給付) 
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出産費 

 

組合員や被扶養者の配偶

者が出産したとき 

 

 

 

 

 

 

 

出産費 

３９万円 

※４２万円（産科

医療制度に加入して

いる医療機関で出産

したとき） 

出産費付加金 

5万円 

合計（1人につき） 

4４万円 

※４７万円 

直接支払制度の場合 

出産費・付加金請求書 

分娩に要した費用の明細 

医療機関との合意文書 

事後申請の場合 

出産費・付加金請求書 

領収書 

医療機関の窓口で３割支払い

ます 

80100 円＋（医療費

－267000円）×1％ 

※70歳未満 

入院等の前に手続

きをすると窓口の

支払いが自己負担

限度額になる 


